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監理団体の許可を取り消しました

法務省と厚生労働省は、令和元年 10 月８日付で、国際技術交流協同組合、Kyodo 事業協

同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

記

＜監理団体の許可の取消しの内容（詳細は別紙１及び別紙２）＞

１ 監理団体の許可の取消しを行った監理団体

（１）国際技術交流協同組合（代表理事 石橋 淳也）

（２）Kyodo 事業協同組合（理事長 浦塚 厚生）

２ 処分内容

[１（１）、（２）に対する処分内容]

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法

律第 89 号。以下「技能実習法」という。）第 37 条第１項第１号の規定に基づき、令

和元年 10 月８日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

令和元年 10 月８日
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